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届出対象行為

行為の種別

建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更
（修繕、模様替、色彩の変更）

擁壁

橋梁、高架道路工作物の
新設、増築、
改築、移転、
外観の変更

地上に設置する太陽光発電施設

時間貸し駐車場等

自動販売機

上記以外

開発行為

土石の採取その他の土地の形質の変更

届出対象となる規模、要件

　届出の対象となる行為は、次のとおりとします。

届出の流れ
　景観法に基づく届出は、建築確認申請等その他法令の手続を行おうとする日の30日前までに行ってください。

湯ヶ島地区

Ａゾーン

全てのもの

Ｂ・Ｃゾーン

・高さ10mを超えるもの
・延べ面積が300㎡以上のもの

高さ1ｍを超えるもの

長さ10ｍを超えるもの

施行区域の面積が100㎡以上のもの

収容能力20台以上のもの

全てのもの

高さが10ｍを超えるもの

施行区域の面積が500㎡以上のもの

構想・計画段階での事前相談（任意）

修正

適合通知

建築確認申請　等

行為の着手

景観法に基づく届出
(その他法令の手続を行おうとする日の30日前まで)

勧告
（形態意匠は変更命令）

助言・指導

不適合の場合適合の場合

木竹の伐採

屋外における物件の堆積

特定照明
（夜間において公衆の観覧に供するため、一
定の期間継続して建築物その他の工作物又
は物件の外観について行う照明）

※投光器等とはライトアップ専用の灯具で、建物の壁面に取り付けられるブラケットライト、フットライト、ポール灯は含みません。

照明の新設、移設、改設及び色彩等の照明方式の変更で、届出対
象となる規模の建築物及び工作物に設置される投光器、サーチ
ライト、スポットライト、レーザーその他これらに類する物（以
下、「投光器等」※という）及び同敷地内に設置される投光器等

伊豆市景観まちづくり計画（伊豆市景観計画）別冊　湯ヶ島地区景観まちづくり計画 （パンフレット版）
発行：令和２年（2020年）10月　静岡県伊豆市

編集：伊豆市 建設部 都市計画課

　　 〒410-2592 静岡県伊豆市八幡500-1（中伊豆支所内）　電話：0558-83-5206　FAX:0558-83-5497 湯ヶ島　景観 検索






